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(57)【要約】
【課題】簡素な構成にて複数の超音波画像を並べて表示
するとともに、これらの超音波画像に対して互いに相関
性を持たせたまま表示倍率の変更を行うことができる超
音波画像診断装置を提供する。
【解決手段】画像生成部１４は、被検体に送信した超音
波の反射波に基づいて超音波画像データを生成する。表
示部１７は、左側表示領域と右側表示領域とを隣接して
配置し、左側表示領域及び右側表示領域に、画像生成部
１４によって生成された超音波画像データに基づく超音
波画像を表示する。制御部１８は、表示部１７に、左側
表示領域に表示された超音波画像及び右側表示領域に表
示された超音波画像を、左側表示領域及び右側表示領域
の境界上の何れかの位置を基点としてそれぞれ表示倍率
を変更して表示させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に送信した超音波の反射波に基づいて超音波画像データを生成する画像処理部と
、
　第１の表示領域と第２の表示領域とを隣接して配置し、前記第１の表示領域及び第２の
表示領域に、前記画像処理部によって生成された前記超音波画像データに基づく超音波画
像をそれぞれ表示する表示部と、
　前記表示部に、前記第１の表示領域に表示された超音波画像及び前記第２の表示領域に
表示された超音波画像を、前記第１の表示領域及び前記第２の表示領域の境界上の何れか
の位置を基点としてそれぞれ表示倍率を変更して表示させる制御部と、
　を備えたことを特徴とする超音波画像診断装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記表示部に、前記第１の表示領域及び前記第２の表示領域のそれぞれ
に表示された超音波画像の表示倍率を同時に同倍率にて変更して各超音波画像を表示させ
ることを特徴とする請求項１に記載の超音波画像診断装置。
【請求項３】
　操作者による入力操作を行うための操作入力部を備え、
　前記制御部は、前記操作入力部による入力操作に応じて、前記表示部に表示された超音
波画像における任意の２点を設定し、該設定された２点間の距離及び前記第１の表示領域
及び前記第２の表示領域のそれぞれに表示された超音波画像の表示倍率から測定距離を算
出し、該算出した測定距離を前記表示部に表示することを特徴とする請求項１又は２に記
載の超音波画像診断装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記表示部に、前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを、互いに
隣接した位置と、離間した位置とに切り替えて超音波画像を表示させることを特徴とする
請求項１～３何れか一項に記載の超音波画像診断装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記表示部に、前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを互いに離
間して配置して超音波画像を表示させるとき、前記第１の表示領域に表示された超音波画
像を、該第１の表示領域の中央から深度方向に延びた何れかの位置を基点として表示倍率
を変更して表示させ、前記第２の表示領域に表示された超音波画像を、該第２の表示領域
の中央から深度方向に延びた何れかの位置を基点として表示倍率を変更して表示させるこ
とを特徴とする請求項４に記載の超音波画像診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波探触子によって生体等の被検体に対して超音波の送受信を行い、受信した
超音波から受信信号を取得し、これに基づいて超音波画像を表示するようにした超音波画
像診断装置が知られている。
【０００３】
　そして、従来の超音波画像診断装置では、例えば、肝臓等の大きな診断部位については
、一度のスキャン動作によっては全体を表示することができないため、スキャン位置を異
ならせて取得した複数の画像を一画面上に表示することが行われている。
【０００４】
　そして、このような超音波画像診断装置において、複数の超音波画像を並べて表示し、
診断効率を高めるようにしたものがある（例えば、特許文献１）。
【０００５】
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　また、超音波探触子を移動させながらスキャンを行い、超音波探触子の移動位置に対応
するフレーム（画像データ）を複数取得するとともに、超音波探触子の移動量を演算し、
演算結果に基づいて複数の画像の合成を行い、合成によって得られたパノラマ画像を表示
するようにしたものもある（例えば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平３－８５１４７号公報
【特許文献２】特開２００４－２２９９５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、超音波画像による診断においては、良好な診断結果が得られるように、取得
した超音波画像に対して拡大や縮小等の表示倍率の変更が行われることがある。
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の超音波画像診断装置では、複数の超音波画像を
並べて表示したとしても、これらの画像の関連性については何ら考慮されていないため、
例えば、図７（Ａ）に示されるような複数の超音波画像に対し、図７（Ｂ）に示すように
、各画像の表示領域についてそれぞれの中央部分に基準位置ＤＬａ，ＤＲａを設定し、こ
の基準位置ＤＬａ，ＤＲａを基点としてそれぞれ縮小表示を行った場合には、各表示領域
に表示された画像の両端部分にブランク部分が表示されてしまう。また、図７（Ｃ）に示
すように、各画像の表示領域についてそれぞれの中央部分に基準位置ＤＬａ，ＤＲａを設
定し、この基準位置ＤＬａ，ＤＲａを基点として拡大表示を行った場合には、各表示領域
に表示された画像の両側部分が表示領域外となってしまうことにより、並べて表示された
複数の超音波画像の相関性が認識できなくなってしまう。その結果、超音波画像の視認性
が悪くなり、正確な診断を行うことができなくなってしまう。
【０００９】
　また、上記特許文献２に記載の超音波画像診断装置は、肝臓等の大きな臓器全体の画像
を一画面上に正しく表示させるために、超音波探触子のフレーム間の移動量や回転角度の
演算を行って画像の合成を行うための特別な構成を備えた、いわゆるハイエンド機によっ
て実現されるものである。そして、上述のようにして作成されたパノラマ画像について表
示倍率の変更を行う場合には、さらに高度の機能を要するものであり、コストのかかるも
のとなってしまう。
【００１０】
　本発明の課題は、簡素な構成にて複数の超音波画像を並べて表示するとともに、これら
の超音波画像に対して互いに相関性を持たせたまま表示倍率の変更を行うことができる超
音波画像診断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、超音波画像診断装置において、
　被検体に送信した超音波の反射波に基づいて超音波画像データを生成する画像処理部と
、
　第１の表示領域と第２の表示領域とを隣接して配置し、前記第１の表示領域及び第２の
表示領域に、前記画像処理部によって生成された前記超音波画像データに基づく超音波画
像をそれぞれ表示する表示部と、
　前記表示部に、前記第１の表示領域に表示された超音波画像及び前記第２の表示領域に
表示された超音波画像を、前記第１の表示領域及び前記第２の表示領域の境界上の何れか
の位置を基点としてそれぞれ表示倍率を変更して表示させる制御部と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１２】
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　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の超音波画像診断装置において、
　前記制御部は、前記表示部に、前記第１の表示領域及び前記第２の表示領域のそれぞれ
に表示された超音波画像の表示倍率を同時に同倍率にて変更して各超音波画像を表示させ
ることを特徴とする。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の超音波画像診断装置において、
　操作者による入力操作を行うための操作入力部を備え、
　前記制御部は、前記操作入力部による入力操作に応じて、前記表示部に表示された超音
波画像における任意の２点を設定し、該設定された２点間の距離及び前記第１の表示領域
及び前記第２の表示領域のそれぞれに表示された超音波画像の表示倍率から測定距離を算
出し、該算出した測定距離を前記表示部に表示することを特徴とする。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３何れか一項に記載の超音波画像診断装置におい
て、
　前記制御部は、前記表示部に、前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを、互いに
隣接した位置と、離間した位置とに切り替えて超音波画像を表示させることを特徴とする
。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の超音波画像診断装置において、
　前記制御部は、前記表示部に、前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを互いに離
間して配置して超音波画像を表示させるとき、前記第１の表示領域に表示された超音波画
像を、該第１の表示領域の中央から深度方向に延びた何れかの位置を基点として表示倍率
を変更して表示させ、前記第２の表示領域に表示された超音波画像を、該第２の表示領域
の中央から深度方向に延びた何れかの位置を基点として表示倍率を変更して表示させるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、簡素な構成にて複数の超音波画像を並べて表示するとともに、これら
の超音波画像に対して互いに相関性を持たせたまま表示倍率の変更を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】超音波画像診断装置の外観構成を示す図である。
【図２】超音波画像診断装置の概略構成を示すブロック図である。
【図３】２画面表示制御処理について説明するフローチャートである。
【図４】測定距離算出処理について説明するフローチャートである。
【図５】超音波画像の表示倍率の変更について説明する図である。
【図６】本実施の形態における超音波画像の表示態様について説明する図である。
【図７】従来の超音波画像の表示態様について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態に係る超音波画像診断装置について、図面を参照して説明す
る。ただし、発明の範囲は図示例に限定されない。なお、以下の説明において、同一の機
能及び構成を有するものについては、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００１９】
　本実施の形態に係る超音波画像診断装置Ｓは、図１及び図２に示すように、超音波画像
診断装置本体１と超音波探触子２とを備えている。超音波探触子２は、図示しない生体等
の被検体に対して超音波（送信超音波）を送信するとともに、この被検体で反射した超音
波の反射波（反射超音波：エコー）を受信する。超音波画像診断装置本体１は、超音波探
触子２とケーブル３を介して接続され、超音波探触子２に電気信号の駆動信号を送信する
ことによって超音波探触子２に被検体に対して送信超音波を送信させるとともに、超音波
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探触子２にて受信した被検体内からの反射超音波に応じて超音波探触子２で生成された電
気信号である受信信号に基づいて被検体内の内部状態を超音波画像として画像化する。
【００２０】
　超音波探触子２は、圧電素子からなる振動子２ａを備えており、この振動子２ａは、例
えば、方位方向に一次元アレイ状に複数配列されている。本実施の形態では、例えば、１
９２個の振動子２ａを備えた超音波探触子２を用いている。なお、振動子２ａは、二次元
アレイ状に配列されたものであってもよい。また、振動子２ａの個数は、任意に設定する
ことができる。また、本実施の形態では、超音波探触子２について、リニア走査方式の電
子スキャンプローブを採用したが、電子走査方式あるいは機械走査方式の何れを採用して
もよく、また、リニア走査方式、セクタ走査方式あるいはコンベックス走査方式の何れの
方式を採用することもできる。
【００２１】
　超音波画像診断装置本体１は、例えば、図２に示すように、操作入力部１１と、送信部
１２と、受信部１３と、画像生成部１４と、画像メモリー部１５と、ＤＳＣ（Digital Sc
an Converter）１６と、表示部１７と、制御部１８とを備えて構成されている。
【００２２】
　操作入力部１１は、例えば、診断開始を指示するコマンドや被検体の個人情報等のデー
ターの入力などを行うための各種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボー
ド等を備えており、操作信号を制御部１８に出力する。
【００２３】
　送信部１２は、制御部１８の制御に従って、超音波探触子２にケーブル３を介して電気
信号である駆動信号を供給して超音波探触子２に送信超音波を発生させる回路である。ま
た、送信部１２は、例えば、クロック発生回路、遅延回路、パルス発生回路を備えている
。クロック発生回路は、駆動信号の送信タイミングや送信周波数を決定するクロック信号
を発生させる回路である。遅延回路は、駆動信号の送信タイミングを振動子２ａ毎に対応
した個別経路毎に遅延時間を設定し、設定された遅延時間だけ駆動信号の送信を遅延させ
て送信超音波によって構成される送信ビームの集束を行うための回路である。パルス発生
回路は、所定の周期で駆動信号としてのパルス信号を発生させるための回路である。
　このように構成された送信部１２は、制御部１８の制御に従って、駆動信号を供給する
複数の振動子２ａを、超音波の送受信毎に所定数ずらしながら順次切り替え、出力の選択
された複数の振動子２ａに対して駆動信号を供給することによりスキャンを行う。
【００２４】
　受信部１３は、制御部１８の制御に従って、超音波探触子２からケーブル３を介して電
気信号の受信信号を受信する回路である。受信部１３は、例えば、増幅器、Ａ／Ｄ変換回
路、整相加算回路を備えている。増幅器は、受信信号を、振動子２ａ毎に対応した個別経
路毎に、予め設定された所定の増幅率で増幅させるための回路である。Ａ／Ｄ変換回路は
、増幅された受信信号をＡ／Ｄ変換するための回路である。整相加算回路は、Ａ／Ｄ変換
された受信信号に対して、振動子２ａ毎に対応した個別経路毎に遅延時間を与えて時相を
整え、これらを加算（整相加算）して音線データを生成するための回路である。
　画像処理部としての画像生成部１４は、受信部１３からの音線データに対して包絡線検
波処理や対数増幅などを実施し、ゲインの調整等を行って輝度変換することにより、Ｂモ
ード画像データを生成する。すなわち、Ｂモード画像データは、受信信号の強さを輝度に
よって表したものである。
【００２５】
　画像メモリー部１５は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）などの半
導体メモリーによって構成されており、画像生成部１４から送信されたＢモード画像デー
タをフレーム単位で記憶する。すなわち、画像メモリー部１５は、フレーム単位により構
成された超音波画像データとして記憶することができる。
【００２６】
　また、画像メモリー部１５は、左画面用フレームメモリー１５ａと右画面用フレームメ
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モリー１５ｂとを備えている。
　左画面用フレームメモリー１５ａは、後述するように、１画面中に２つの超音波画像を
左右に並べて表示するときに、左側の表示領域（左側表示領域）に超音波画像（左側超音
波画像）を表示するための画像データを格納するものである。
　右画面用フレームメモリー１５ｂは、後述するように、１画面中に２つの超音波画像を
左右に並べて表示するときに、右側の表示領域（右側表示領域）に超音波画像（右側超音
波画像）を表示するための画像データを格納するものである。
　本実施の形態では、例えば、肝臓などの大きな診断部位について左側部分と右側部分と
でそれぞれ分けてスキャンし、各スキャン結果を左側超音波画像及び右側超音波画像とし
て並べて表示することで、従来、一の画面で表示することができなかった大きさの診断部
位を、一の画面で表示することができるようになる。
　このようにして、画像メモリー部１５に記憶された超音波画像データは、制御部１８の
制御に従って、ＤＳＣ１６に送信される。
【００２７】
　ＤＳＣ１６は、画像メモリー部１５より受信した超音波画像データをテレビジョン信号
の走査方式による画像信号に変換し、表示部１７に出力する。
【００２８】
　表示部１７は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＣＲＴ（Cathode-Ray Tube）ディ
スプレイ、有機ＥＬ（Electronic Luminescence）ディスプレイ、無機ＥＬディスプレイ
及びプラズマディスプレイ等の表示装置が適用可能である。表示部１７は、ＤＳＣ１６か
ら出力された画像信号に従って表示画面上に超音波画像の表示を行う。本実施の形態では
、表示部１７として、白色もしくはフルカラーＬＥＤ（Light-Emitting Diode）のバック
ライトを備えた１５インチのＬＣＤが適用されている。なお、ＬＥＤのバックライトを備
えたＬＣＤにおいて、例えば、超音波画像データを分析してＬＥＤの輝度を調整するよう
に構成されていてもよい。このとき、１画面を複数の領域に分割し、その領域毎にＬＥＤ
の輝度調整を実施するようにしてもよい。また、画面全体でＬＥＤの輝度調整を実施する
ようにしてもよい。また、表示部１７に適用される画面サイズについては任意のものを適
用することができる。
【００２９】
　制御部１８は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Mem
ory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）を備えて構成され、ＲＯＭに記憶されているシ
ステムプログラム等の各種処理プログラムを読み出してＲＡＭに展開し、展開したプログ
ラムに従って超音波画像診断装置Ｓの各部の動作を集中制御する。
　ＲＯＭは、半導体等の不揮発メモリー等により構成され、超音波画像診断装置Ｓに対応
するシステムプログラム及び該システムプログラム上で実行可能な、例えば、２画面表示
制御処理及び測定距離算出処理等の各種処理プログラムや、各種データ等を記憶する。こ
れらのプログラムは、コンピューターが読み取り可能なプログラムコードの形態で格納さ
れ、ＣＰＵは、当該プログラムコードに従った動作を逐次実行する。
　ＲＡＭは、ＣＰＵにより実行される各種プログラム及びこれらプログラムに係るデータ
を一時的に記憶するワークエリアを形成する。
【００３０】
　次に、以上のようにして構成された超音波画像診断装置Ｓの制御部１８にて実行される
２画面表示制御処理について図３を参照しながら説明する。この２画面表示制御処理は、
例えば、操作入力部１１によって、２つの超音波画像を左右に並べて表示する２画面表示
モードの実行の指示入力が行われたときに実行される。
【００３１】
　先ず、制御部１８は、表示部１７の左側表示領域（第１の表示領域）に表示させる左側
超音波画像を取得するために、上述のようにして、超音波探触子２によるスキャン動作に
よって１フレーム分の画像データを取得し、左画面用フレームメモリー１５ａに格納する
（ステップＳ１０１）。このとき、例えば、所定のフリーズ操作によって固定表示された
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超音波画像の画像データを格納するようにしてもよい。
【００３２】
　制御部１８は、同様にして、表示部１７の右側表示領域（第２の表示領域）に表示させ
る右側超音波画像を取得するために、上述のようにして、超音波探触子２によるスキャン
動作によって１フレーム分の画像データを取得し、右画面用フレームメモリー１５ｂに格
納する（ステップＳ１０２）。このとき、例えば、所定のフリーズ操作によって固定表示
された超音波画像の画像データを格納するようにしてもよいし、フレーム毎に画像データ
が更新されるようにしてもよい。
【００３３】
　次に、制御部１８は、擬似パノラマ表示モードを実施するか否かを判定する（ステップ
Ｓ１０３）。具体的には、制御部１８は、表示部１７に表示される左側表示領域と右側表
示領域とを隣接して表示させる擬似パノラマ表示モードによる表示を行うか否かを判定す
る。擬似パノラマ表示モードとするか否かについては、例えば、操作入力部１１の操作に
より選択することができる。
【００３４】
　制御部１８は、擬似パノラマ表示モードを実施すると判定したときは（ステップＳ１０
３：Ｙ）、左側表示領域と右側表示領域とを隣接配置して表示を行う処理を実行する（ス
テップＳ１０４）。これにより、表示部１７には、左側表示領域と右側表示領域とが離間
されずに接している状態で超音波画像が表示される。
　このとき、診断部位の左側部分と右側部分とをそれぞれスキャンした結果、重複してス
キャンされた部分が生じた場合において、左側表示領域及び右側表示領域にそれぞれ重複
した部分の画像が表示されないように左側超音波画像及び右側超音波画像の表示位置が調
整されることが好ましい。一方、診断部位の左側部分と右側部分とをそれぞれスキャンし
た結果、重複してスキャンされた部分が生じない場合は、左側超音波画像及び右側超音波
画像を、それぞれそのまま左側表示領域及び右側表示領域に表示させることができる。こ
のようにすることで、従来、一の画面で表示することができなかった大きさの診断部位を
一の画面で表示したときに、より自然な状態で違和感なく表示することができる。
【００３５】
　制御部１８は、左側超音波画像と右側超音波画像とのそれぞれについて表示倍率を変更
する際の基準位置を、左側表示領域と右側表示領域との境界線の上端部に設定する（ステ
ップＳ１０５）。すなわち、左側超音波画像は、左側表示領域の右上端部を基点として、
拡大及び縮小の表示が行われるようになる。また、右側超音波画像は、右側表示領域の左
上端部を基点として、拡大及び縮小の表示が行われるようになる。なお、本実施の形態で
は、基準位置を左側表示領域と右側表示領域との境界線の上端部に設定したが、境界線上
であれば他の位置に設定してもよい。このとき、予め定められた位置が基準位置となるよ
うに自動的に設定されることが好ましいが、操作者の操作によって基準位置を変更できる
ようにしてもよい。
【００３６】
　一方、制御部１８は、ステップＳ１０３において、擬似パノラマ表示モードを実施する
と判定しないときは（ステップＳ１０３：Ｎ）、左側表示領域と右側表示領域とを一定の
間隔を空けて表示を行う離間表示処理を実行する（ステップＳ１０６）。これにより、表
示部１７には、左側表示領域と右側表示領域とが離間している状態で超音波画像が表示さ
れる。
【００３７】
　制御部１８は、左側超音波画像の表示倍率を変更する際の基準位置を、左側表示領域の
中央上端部に設定し、右側超音波画像の表示倍率を変更する際の基準位置を、右側表示領
域の中央上端部に設定する（ステップＳ１０７）。すなわち、左側超音波画像は、左側表
示領域の中央上端部を基点として、拡大及び縮小の表示が行われるようになる。また、右
側超音波画像は、右側表示領域の中央上端部を基点として、拡大及び縮小の表示が行われ
るようになる。
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　このように、本実施の形態では、擬似パノラマ表示モードであるか否かによって、超音
波画像の表示倍率の変更を行う際の基準位置を変更する。なお、擬似パノラマ表示モード
であるか否かにかかわらず、超音波画像の表示倍率の変更を行う際の基準位置を同じとし
てもよい。
【００３８】
　制御部１８は、ステップＳ１０８において、左側超音波画像及び右側超音波画像の表示
倍率の変更を同時に行うか否かを判定する（ステップＳ１０８）。制御部１８は、左側超
音波画像及び右側超音波画像の表示倍率の変更を同時に行うと判定したときは（ステップ
Ｓ１０８：Ｙ）、操作入力部１１の入力によって指示された表示倍率で、左側超音波画像
及び右側超音波画像の拡大又は縮小表示を同時に行う（ステップＳ１０９）。一方、制御
部１８は、左側超音波画像及び右側超音波画像の表示倍率の変更を同時に行うと判定しな
いときは（ステップＳ１０８：Ｎ）、ステップＳ１０９の処理を行うことなく、ステップ
Ｓ１１０の処理を実行する。
【００３９】
　制御部１８は、ステップＳ１１０において、右側超音波画像の表示倍率の変更を行うか
否かを判定する（ステップＳ１１０）。制御部１８は、右側超音波画像の表示倍率の変更
を行うと判定したときは（ステップＳ１１０：Ｙ）、操作入力部１１の入力によって指示
された表示倍率で、右側超音波画像の拡大又は縮小表示を行う（ステップＳ１１１）。こ
のとき、左側超音波画像の表示倍率の変更は行われない。一方、制御部１８は、右側超音
波画像の表示倍率の変更を行うと判定しないときは（ステップＳ１１０：Ｎ）、ステップ
Ｓ１１１の処理を行うことなく、ステップＳ１１２の処理を実行する。
【００４０】
　制御部１８は、ステップＳ１１２において、左側超音波画像の表示倍率の変更を行うか
否かを判定する（ステップＳ１１２）。制御部１８は、左側超音波画像の表示倍率の変更
を行うと判定したときは（ステップＳ１１２：Ｙ）、操作入力部１１の入力によって指示
された表示倍率で、左側超音波画像の拡大又は縮小表示を行う（ステップＳ１１３）。こ
のとき、右側超音波画像の表示倍率の変更は行われない。一方、制御部１８は、左側超音
波画像の表示倍率の変更を行うと判定しないときは（ステップＳ１１２：Ｎ）、ステップ
Ｓ１１３の処理を行うことなく、ステップＳ１１４の処理を実行する。
【００４１】
　制御部１８は、表示倍率の変更を終了するか否かを判定する（ステップＳ１１４）。制
御部１８は、表示倍率の変更を終了すると判定したときは（ステップＳ１１４：Ｙ）、こ
の処理を終了する。一方、制御部１８は、表示倍率の変更を終了すると判定しないときは
（ステップＳ１１４：Ｎ）、ステップＳ１０８の処理を実行する。
【００４２】
　次に、超音波画像診断装置Ｓの制御部１８にて実行される測定距離算出処理について図
４を参照しながら説明する。この測定距離算出処理は、例えば、操作者の距離測定操作に
応じて実行される処理である。なお、測定距離算出処理は、左側超音波画像の表示倍率と
右側超音波画像の表示倍率とが異なった状態で実行されてもよいが、上述した擬似パノラ
マ表示モードにおいて、左側超音波画像の表示倍率と右側超音波画像の表示倍率とを等し
くした状態で実行するのが好ましい。このため、測定距離算出処理を実行する際には、左
側超音波画像の表示倍率と右側超音波画像の表示倍率とを自動的に等しくするように制御
してもよい。左側超音波画像の表示倍率と右側超音波画像の表示倍率とを等しくする方法
としては、例えば、右側超音波画像（左側超音波画像）の表示倍率を左側超音波画像（右
側超音波画像）の表示倍率に合わせること等が考えられる。
【００４３】
　先ず、制御部１８は、操作入力部１１の入力に応じて、表示部１７の表示画面上におい
て、第１の位置と第２の位置とを設定する（ステップＳ２０１）。
【００４４】
　制御部１８は、第１の位置及び第２の位置が、左側表示領域と右側表示領域とのそれぞ
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れに設定されているか否かを判定する（ステップＳ２０２）。すなわち、第１の位置と第
２の位置とを結ぶ直線が、左側表示領域と右側表示領域との境界線を交差しているか否か
を判定する。
【００４５】
　制御部１８は、第１の位置及び第２の位置が、左側表示領域と右側表示領域とのそれぞ
れに設定されていると判定したときは（ステップＳ２０２：Ｙ）、第１の位置と第２の位
置とを結ぶ直線のうちの、第１の位置から左側表示領域及び右側表示領域の境界線までの
区間の、画像上における距離を算出し、当該第１の位置が設定されている表示領域（対象
領域）に表示された超音波画像の表示倍率とから測定距離Ａを算出する（ステップＳ２０
３）。
【００４６】
　次に、制御部１８は、第１の位置と第２の位置とを結ぶ直線のうちの、第２の位置から
左側表示領域及び右側表示領域の境界線までの区間の、画像上における距離を算出し、当
該第２の位置が設定されている表示領域（対象領域）に表示された超音波画像の表示倍率
とから測定距離Ｂとして算出する（ステップＳ２０４）。
【００４７】
　制御部１８は、上述のようにして算出された測定距離Ａと測定距離Ｂとを加算する（ス
テップＳ２０５）。これにより、第１の位置及び第２の位置のそれぞれに対応する診断部
位における実際の距離が算出される。
　制御部１８は、測定距離Ａと測定距離Ｂとを加算することにより得られた第１の位置か
ら第２の位置までの診断部位における実際の距離を表示部１７に表示して（ステップＳ２
０６）、この処理を終了する。距離の表示は、例えば、第１の位置と第２の位置とを結ぶ
直線表示の近傍に表示する。
【００４８】
　また、制御部１８は、ステップＳ２０２において、第１の位置及び第２の位置が、左側
表示領域と右側表示領域とのそれぞれに設定されていると判定しないとき、すなわち、第
１の位置及び第２の位置の何れも、左側表示領域及び右側表示領域の何れか一方に設定さ
れている場合は（ステップＳ２０２：Ｎ）、第１の位置から第２の位置までの、画像上に
おける距離を算出し、当該第１の位置及び第２の位置が設定されている表示領域（対象領
域）に表示された超音波画像の表示倍率とから測定距離を算出する（ステップＳ２０７）
。これにより、第１の位置及び第２の位置のそれぞれに対応する診断部位における実際の
距離が算出される。
【００４９】
　制御部１８は、上述のようにして算出して得られた第１の位置から第２の位置までの診
断部位における実際の距離を表示部１７に表示して（ステップＳ２０８）、この処理を終
了する。
【００５０】
　次に、上述のように構成された超音波画像診断装置Ｓの表示部１７に表示される超音波
画像の表示例について、図５及び図６を参照しながら説明する。
【００５１】
　先ず、被検体の肝臓について、擬似パノラマ表示モードによる表示を行うため、肝臓の
左側部分と右側部分とについてそれぞれスキャンする。肝臓の左側部分をスキャンして得
られた画像データは、左側超音波画像を表示するための画像データとして左画面用フレー
ムメモリー１５ａに格納される。また、肝臓の右側部分をスキャンして得られた画像デー
タは、右側超音波画像を表示するための画像データとして右画面用フレームメモリー１５
ｂに格納される。
【００５２】
　そして、操作入力部１１の入力によって擬似パノラマ表示モードが選択されると、図５
（Ａ）に示すような超音波画像が表示部１７に表示される。すなわち、表示部１７の表示
画面Ｍには、左側表示領域Ｌと右側表示領域Ｒとが隣接して配置されている。
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　左側表示領域Ｌには、左画面用フレームメモリー１５ａに格納された肝臓の左側部分を
スキャンして得られた画像データに基づく超音波画像が表示される。すなわち、左側表示
領域Ｌには、肝臓画像Ｖの左側部分の超音波画像が表示されている。
　また、右側表示領域Ｒには、右画面用フレームメモリー１５ｂに格納された肝臓の右側
部分をスキャンして得られた画像データに基づく超音波画像が表示される。すなわち、右
側表示領域Ｒには、肝臓画像Ｖの右側部分の超音波画像が表示されている。
【００５３】
　そして、図５（Ｂ）に示すように、擬似パノラマ表示モードにあっては、上述したよう
に、左側超音波画像及び右側超音波画像のそれぞれの表示倍率を変更する際の基準位置Ｄ
Ｐが、左側表示領域Ｌ及び右側表示領域Ｒの境界部分の上端部に設定される。
【００５４】
　そして、右側超音波画像を縮小する場合には、図５（Ｂ）に示すように、右側超音波画
像が基準位置ＤＰを基準として表示倍率が変更されて縮小表示される。そのため、右側表
示領域における、左側表示領域と右側表示領域との境界線付近にブランク部分が現れるこ
とがない。
　また、左側超音波画像を縮小する場合には、図５（Ｃ）に示すように、左側超音波画像
が基準位置ＤＰを基準として表示倍率が変更されて縮小表示される。そのため、左側表示
領域における、左側表示領域と右側表示領域との境界線付近にブランク部分が現れること
がない。
【００５５】
　図５（Ｃ）では、左側超音波画像及び右側超音波画像の表示倍率を同率にして縮小表示
している。そのため、左側表示領域Ｌに表示された、左画面用フレームメモリー１５ａに
格納された肝臓の左側部分の画像データに基づいて生成された縮小肝臓画像ＶＬ１と、右
側表示領域Ｒに表示された、右画面用フレームメモリー１５ｂに格納された肝臓の右側部
分の画像データに基づいて生成された縮小肝臓画像ＶＲ１とが互いに相関が認識されるよ
うに表されていることがわかる。
【００５６】
　また、左側超音波画像及び右側超音波画像をそれぞれ拡大する場合には、図５（Ｄ）に
示すように、各超音波画像が基準位置ＤＰを基準として表示倍率が変更されて拡大表示さ
れる。図５（Ｄ）に示す例では、左側表示領域Ｌに、左画面用フレームメモリー１５ａに
格納された肝臓の左側部分の画像データに基づいて生成された拡大肝臓画像ＶＬ２が表示
され、右側表示領域Ｒに、右画面用フレームメモリー１５ｂに格納された肝臓の右側部分
の画像データに基づいて生成された拡大肝臓画像ＶＲ２が表示されている。このとき、左
側超音波画像及び右側超音波画像は、上述した要領にて、図５（Ｃ）に示された表示状態
から、同時に同倍率で拡大表示して、図５（Ｄ）に示すように表示することができる。こ
のように、左側表示領域Ｌに表示された拡大肝臓画像ＶＬ２と、右側表示領域Ｒに表示さ
れた拡大肝臓画像ＶＲ２とが互いに相関が認識され、拡大肝臓画像ＶＬ２，ＶＲ２が、左
側表示領域と右側表示領域との境界線外となって表示されなくなるということがない。
【００５７】
　さらに、本実施の形態では、図５（Ｄ）に示すように、操作者が操作入力部１１を操作
して、表示画面Ｍ上の任意の位置を２点（第１の位置Ｐ１，第２の位置Ｐ２）設定するこ
とにより、上述した要領で、設定された２点間（第１の位置Ｐ１－第２の位置Ｐ２間）の
診断部位における実際の距離を表示させることができる。より具体的には、例えば、任意
に設定された第１の位置Ｐ１と第２の位置Ｐ２との画像上の距離を求め、その画像の表示
倍率に対応する係数を乗じることにより、被検体内の診断部位における実際の距離を算出
することができる。ここで、図５（Ｄ）に示す例では、第１の位置Ｐ１は左側表示領域Ｌ
上に設定され、第２の位置Ｐ２は右側表示領域Ｒ上に設定されているため、第１の位置Ｐ
１と第２の位置Ｐ２との距離は、左側表示領域Ｌと右側表示領域Ｒとの境界線を交差する
こととなる。そのため、本実施の形態では、上述したように、まず、第１の位置Ｐ１と第
２の位置Ｐ２とを結ぶ直線のうちの、第１の位置Ｐ１から左側表示領域Ｌ及び右側表示領
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域Ｒの境界線までの区間の、画像上における距離を算出する。そして、このようにして算
出された距離に対し、第１の位置Ｐ１が設定されている左側表示領域Ｌにおける左側超音
波画像の表示倍率に対応する係数を乗じ、その結果を測定距離Ａとする。次に、第１の位
置Ｐ１と第２の位置Ｐ２とを結ぶ直線のうちの、第２の位置Ｐ２から左側表示領域Ｌ及び
右側表示領域Ｒの境界線までの区間の、画像上における距離を算出する。そして、このよ
うにして算出された距離に対し、第２の位置Ｐ２が設定されている右側表示領域Ｒにおけ
る右側超音波画像の表示倍率に対応する係数を乗じ、その結果を測定距離Ｂとする。続い
て、上述したようにして算出された測定距離Ａと測定距離Ｂとを加算することにより、第
１の位置Ｐ１と第２の位置Ｐ２との間の診断部位における実際の距離を求めることができ
る。
【００５８】
　また、本実施の形態では、上述したように、擬似パノラマ表示モードと、離間表示を行
う離間表示モードとを切り換えることができる。すなわち、擬似パノラマ表示モードに設
定されたときは、表示画面Ｍには、図６（Ａ）に示すように、左側表示領域Ｌ１０と右側
表示領域Ｒ１０とが隣接して配置されるように表示される。
【００５９】
　一方、離間表示モードに設定されたときは、表示画面Ｍには、図６（Ｂ）に示すように
、左側表示領域Ｌ１１と右側表示領域Ｒ１１とが離間して配置されるように表示される。
このとき、左側超音波画像の表示倍率を変更する際の基準位置ＤＬは、図６（Ｃ）に示す
ように、左側表示領域Ｌ１１の中央上端部に設定され、この基準位置ＤＬを基点として、
左側超音波画像が拡大及び縮小されて表示されることとなる。また、右側超音波画像の表
示倍率を変更する際の基準位置ＤＲは、図６（Ｃ）に示すように、右側表示領域Ｒ１１の
中央上端部に設定され、この基準位置ＤＲを基点として、左側超音波画像が拡大及び縮小
されて表示されることとなる。本実施の形態では、上述のように構成されているので、例
えば、一方の表示領域でＢモード画像による表示を行い、他方で、関心領域を拡大表示さ
せて診断を行ったり、一方の表示領域でＢモード画像による表示を行い、他方で、Ｍモー
ド画像による表示を行って診断を行ったりする場合等には、左側表示領域と右側表示領域
とを離間して表示させるのが適している場合があり、診断の場面に応じて表示態様を切り
替えることができ、利便性に優れる。
　なお、基準位置ＤＬ，ＤＲの位置は、各表示領域の中央上端部に限定されず、他の何れ
の位置であってもよいが、各表示領域の中央から深度方向に延びた何れかの位置であるの
が好ましい。
【００６０】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、画像生成部１４は、被検体に送信した超
音波の反射波に基づいて超音波画像データを生成する。表示部１７は、左側表示領域Ｌと
右側表示領域Ｒとを隣接して配置し、左側表示領域Ｌ及び右側表示領域Ｒに、画像生成部
１４によって生成された超音波画像データに基づく超音波画像を表示する。制御部１８は
、表示部１７に、左側表示領域Ｌに表示された超音波画像及び右側表示領域Ｒに表示され
た超音波画像を、左側表示領域Ｌ及び右側表示領域Ｒの境界上の何れかの位置を基点とし
てそれぞれ表示倍率を変更して表示させる。その結果、簡素な構成にて複数の超音波画像
を並べて容易にパノラマ表示を行うことが可能となる。また、これらの超音波画像につい
て表示倍率の変更を行った場合に、各表示領域の境界部分において、超音波画像の相関性
を維持して適正に表示させることができる。
【００６１】
　また、本実施の形態によれば、制御部１８は、表示部１７に、左側表示領域Ｌ及び右側
表示領域Ｒのそれぞれに表示された超音波画像の表示倍率を同時に同倍率にて変更して各
超音波画像を表示させる。その結果、複数の超音波画像について、相関性を維持させなが
ら、簡単に表示倍率の変更を行うことができる。
【００６２】
　また、本実施の形態によれば、制御部１８は、操作入力部１１による入力操作に応じて
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、表示部１７に表示された超音波画像における任意の２点を設定する。制御部１８は、設
定された２点間の距離及び左側表示領域Ｌ及び右側表示領域Ｒのそれぞれに表示された超
音波画像の表示倍率から測定距離を算出する。制御部１８は、算出した測定距離を表示部
１７に表示する。その結果、表示領域を隣接させて簡易な方法にてパノラマ表示を行った
場合であっても、診断部位における実際の距離を適正に算出し、これを表示することがで
きる。
【００６３】
　また、本実施の形態によれば、制御部１８は、表示部１７に、左側表示領域Ｌと右側表
示領域Ｒとを、互いに隣接した位置と、離間した位置とに切り替えて超音波画像を表示さ
せる。その結果、超音波画像診断の用途に応じて、表示状態を切り替えることができるの
で、診断の場面に応じた表示の切り替えを行うことができ、利便性に優れる。
【００６４】
　また、本実施の形態によれば、制御部１８は、表示部１７に、左側表示領域Ｌと右側表
示領域Ｒとを互いに離間して配置して超音波画像を表示させるとき、左側表示領域Ｌに表
示された超音波画像を、左側表示領域の中央から深度方向に延びた何れかの位置を基点と
して表示倍率を変更して表示させ、右側表示領域Ｒに表示された超音波画像を、右側表示
領域Ｒの中央から深度方向に延びた何れかの位置を基点として表示倍率を変更して表示さ
せる。その結果、診断の場面に応じた表示の切り替えを行うことができ、利便性に優れる
。
【００６５】
　なお、本発明の実施の形態における記述は、本発明に係る超音波画像診断装置の一例で
あり、これに限定されるものではない。超音波画像診断装置を構成する各機能部の細部構
成及び細部動作に関しても適宜変更可能である。
【００６６】
　また、本実施の形態では、表示領域を左右に並べて超音波画像を表示するようにしたが
、表示領域を上下に並べて超音波画像を表示するものであってもよい。
【００６７】
　また、本実施の形態では、左側超音波画像及び右側超音波画像の表示倍率の変更をそれ
ぞれ独立して実施する機能と、左側超音波画像及び右側超音波画像の表示倍率の変更を同
時に行う機能とを有するものとしたが、何れか一方の機能のみ有するものとしてもよい。
【００６８】
　また、本実施の形態では、擬似パノラマ表示と離間表示とを切り換え可能に構成したが
、擬似パノラマ表示のみ行うものとしてもよい。
【００６９】
　また、本実施の形態では、任意に設定した第１の位置、第２の位置間の距離を測定し、
この測定結果から診断部位における実際の距離を算出して表示するようにしたが、このよ
うな機能を備えないものとしてもよい。
【００７０】
　また、本実施の形態では、左側表示領域を第１の表示領域として説明し、右側表示領域
を第２の表示領域として説明したが、何れの表示領域を第１の表示領域又は第２の表示領
域とするかは任意であることは言うまでもない。
【００７１】
　また、本実施の形態では、本発明に係るプログラムのコンピューター読み取り可能な媒
体としてハードディスクや半導体の不揮発性メモリー等を使用した例を開示したが、この
例に限定されない。その他のコンピューター読み取り可能な媒体として、ＣＤ－ＲＯＭ等
の可搬型記録媒体を適用することが可能である。また、本発明に係るプログラムのデータ
を通信回線を介して提供する媒体として、キャリアウェーブ（搬送波）も適用される。
【符号の説明】
【００７２】
Ｓ　超音波画像診断装置
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２　超音波探触子
１１　操作入力部
１４　画像生成部（画像処理部）
１７　表示部
１８　制御部

【図１】 【図２】
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